
2・8・15 2市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1
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せ

 　

こ
が
ね
い
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、

新
庁
舎
・（
仮
称
）
新
福
祉
会
館
建

設
実
施
設
計
上
の
課
題
整
理
に
向

け
た
見
解
・
方
向
性
を
設
計
者
に

示
す
た
め
に
開
催
す
る
も
の
で

す
。

 

９
月
９
日
（
水
）
午
後
７
時
か

ら
 

市
民
会
館
・
萌
え
木
ホ
ー
ル

（
商
工
会
館
３
階
）

 

マ
ル
チ
ス
ペ
ー
ス
等
の
展
示
方

法
に
つ
い
て

 

▽
保
育
あ
り
（
１
歳
以
上
の
未

就
学
児
。
６
人
）
▽
手
話
通
訳
あ

り
※
い
ず
れ
も
９
月
２
日
ま
で
に

要
事
前
申
込

 

当
日
直
接
会
場
へ
※
傍
聴
人
数

を
制
限
す
る
場
合
等
が
あ
り
ま
す

の
で
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
０ 
　

儿　

儿

０４２

３８７

０４２

３８７

１
２
２
４
）

 　

市
で
は
、
６
月
１
日
～
７
月　
１０

日
に
、
同
計
画
（
案
）
に
対
し
て
、

意
見
を
募
集
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見

の
検
討
結
果
お
よ
び
そ
の
理
由
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■
意
見
数
・
人
数　

件
・　

人

６６

４８

■
公
開
場
所
企
画
政
策
課
（
市
役

実
施
設
計
第
１
回

　

こ
が
ね
い
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

　
　
　
　
　

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

時所内他申問

FAX

第
５
次
基
本
構
想
・
前
期
基
本

計
画（
案
）に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
の
検
討
結
果

所
本
庁
舎
２
階
）
、
情
報
公
開
コ

ー
ナ
ー
（
市
役
所
第
二
庁
舎
６

階
）
、
主
な
市
内
公
共
施
設
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）

０４２

３８７

 　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
公
募
市
民
の
方
を
委
員

に
選
任
し
ま
し
た
。

▽
堀
尾
瞳
さ
ん

 

保
育
課
保
育
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
４
６
）

 
■
募
集
内
容
①
ポ
イ
ン
ト
方
式
に

よ
る
募
集
（
家
族
向
け
の
み
）
②

単
身
者
向
け
・
車
い
す
使
用
者
向

け
・
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

■
申
込
書
配
布
期
間
８
月　

日
１７

問保
育
計
画
策
定
委
員
会

委
員
選
任
結
果

問都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

（
月
）
～　

日
（
火
）

２５

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、
夜

間
・
休
日
の
み
）
、
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp

s://w
w
w
.to
-ko
u
sya.o

r.jp
/

）

 

募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、
「
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■
申
込
受
付
①
８
月　

日
午
後
６

２８

時
（
必
着
）
ま
で
に
、
郵
送
で
Ｊ

Ｋ
Ｋ
東
京
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ

ー
（
〒　

儿
８
３
２
２
渋
谷
区
神

１５０

宮
前
５
儿　
５３

儿　

）
へ
②

６７
８
月　

日
２８

（
必
着
）
ま

で
に
、
郵
送

で
渋
谷
郵
便

他

　日ごろから、ごみの減量と資源化にご協力いただきましてありがとう
ございます。
　市では、乾電池、ライター、水銀を含む廃棄物（水銀体温計、蛍光管
等）は、有害ごみとして回収を行っています。必ず、ほかのごみ（燃や
すごみ、燃やさないごみ、プラスチックごみ等）とは分けていただき、
透明または半透明の袋に「有害」と書いて乾電池と蛍光管は別々の袋に
入れて出してください。なお、蛍光管を束ねるときは粘着テープを使用
しないでください。
　また、ボタン電池や充電式のリチウムイオン電池は、市では回収を行
っていません。必ず、回収を行っている販売店等にお持ちください。
　分別が異なるごみが混入すると、思わぬ事故につながる可能性があ
り、大変危険です。市民の皆さんには、ごみ・リサイクルカレンダーに
記載されているごみの出し方に沿って分別していただきますよう、引き
続き、ご理解とご協力をお願いします。
【６月分のごみ排出量報告】
　６月分の燃やすごみ１人１日当たり排出量は、２９４.９ｇとなり、目標値
（２６１.８ｇ）を３３.１ｇ上回りました。
 ごみ対策課減量推進係（☎０４２−３８７−９８３５）問

○２３４

ごみ1人1日当たりの排出量（単位：g）

（参考）燃やすごみ
前月・前年度同月の排出量 278.6 241.2

2年度
5月

元年度
6月

（参考）燃やさないごみ
前月・前年度同月の排出量 47.7 31.4

2年度
5月

元年度
6月燃やさないごみ

（市内全域） 36.2 32.5 3.7
6月 目標量 差引

燃やすごみ
（市内全域） 294.9 261.8 33.1

6月 目標量 差引

目標より
増えちゃった

目標より
増えちゃった

　令和３年度より適用される主な税制改
正は次のとおりです。詳細は市ホームペ
ージをご覧ください。
【給与所得控除・公的年金等控除から基
礎控除への振り替え】
　働き方改革を後押しする等の観点か
ら、特定の収入にのみ適用される給与所
得控除および公的年金等控除の控除額を
一律１０万円引き下げ、どのような所得に
でも適用される基礎控除の控除額が１０万
円引き上げられます。
【未婚のひとり親に対する税制上の措置
および寡婦（寡夫）控除の見直し】
　すべてのひとり親家庭に対して公平な
税制を実施するため、未婚のひとり親に
対して税制上の措置が講じられます。ま
た、寡婦（寡夫）控除についても、見直
されます。
 市民税課市民税係（☎０４２−３８７−
９８１９）
問

問合先内　容ところと　き名　称

交通対策課交通対策係
（☎０４２−３８７−９８５０）

秋の交通安全運動推進
要領等について

市民会館・萌え木ホ
ール（商工会館３階）
Ａ会議室

８月１７日（月）
１４：００〜交通安全推進協議会

環境政策課環境係
（☎０４２−３８７−９８１７）

温室効果ガス排出量の
将来推計および削減目
標等

市民会館・萌え木ホ
ール（商工会館３階）
Ａ会議室

８月１８日（火）
９：３０〜

地球温暖化対策地域推進
計画策定検討委員会

保育課保育係
（☎０４２−３８７−９８４６）

保育計画の策定につい
て

市役所本庁舎３階第
一会議室

８月２１日（金）
１８：００〜保育計画策定委員会

生涯学習課生涯学習係
（☎０４２−３８７−９８７９）

生涯学習推進計画につ
いて　ほか

市役所第二庁舎８階
８０１会議室

８月２４日（月）
９：３０〜社会教育委員の会議

企画政策課男女共同参画室
（☎０４２−３８７−９８５３）

男女共同参画施策の推
進について

市役所本庁舎３階第
一会議室

８月２４日（月）
１４：００〜男女平等推進審議会

生涯学習課文化財係
（☎０４２−３８７−９８７９）

文化財保護事業につい
て　ほか

市役所本庁舎３階第
一会議室

８月２４日（月）
１８：００〜文化財保護審議会

健康課健康係
（☎０４２−３２１−１２４０）

食育推進計画について
ほか

保健センター１階大
会議室

８月２６日（水）
１４：００〜食育推進会議

介護福祉課介護保険係
（☎０４２−３８７−９８２２）

事業計画策定について
等

市役所第二庁舎８階
８０１会議室

８月２７日（木）
１４：００〜

計画策定に関する専門委
員会

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２−３８７−９８３５）

一般廃棄物処理計画の
策定等について　ほか

中間処理場事務所棟
研修室１

８月２８日（金）
１５：００〜廃棄物減量等推進審議会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８２６）

行財政改革の推進につ
いて

市役所本庁舎３階第
一会議室

８月２８日（金）
１９：００〜行財政改革市民会議

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、傍聴人数を制限する場合がありますので、事前にお問い合わせくださ
い

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆

個人住民税個人住民税のの
改正につい改正についてて

局
へ

 

同
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
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～　

日
、
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儿
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、

０３市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
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係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

令
和
２
年
第
３
回
小
金
井
市
議

会
定
例
会
が
９
月
１
日
（
火
）
か

ら
開
催
予
定
で
す
。
原
則
、
午
前

　

時
か
ら
、
本
会
議
は
議
場
（
市

１０役
所
本
庁
舎
４
階
）
、
委
員
会
は

第
一
会
議
室
（
同
３
階
）
で
行
い

ま
す
。

　

な
お
、
議
会
の
様
子
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
配
信
し
て
い
ま

す
。

　

議
会
の
日
程
、
議
案
な
ど
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

議
会
事
務
局
（
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

９
４
７
）

問市
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

問


